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令和２年度１月定例教育委員会 会議録 

 

１ 会議の別  定例会 

 

２ 開催月日  令和３年１月１４日（木） 

 

３ 開催時間  午後１時３０分から午後３時２０分 

 

４ 開催場所  昭和町中央公民館 第１会議室 

 

５ 出席委員  教育長 太 田   充 

教育長職務代理者 磯 部 幸 廣 

委 員 石 原 保 夫 

委 員 小 宮 山  稔 

委 員 山 田 由 美 

 

６ 欠席委員  なし 

 

７ 委員及び傍聴人を除く会議室に出席した職員の職氏名 

学校教育課長  神 澤 卓 見 

生涯学習課長  山  本   靖 

学校教育課総務係長 細 田 忠 司 

   

８ 出席した長及びその事務局の職員の職氏名  なし 

 

９ 傍聴人  なし 

 

10 会議の概要 

 

開 会 

 （１）開会 

（２）前回会議録の承認 

（３）教育長の報告 

   ・１月実施四校会の報告について 

・新入学児童生徒数（１月現在）について 

・第７４回令和３年成人式について 

・中央市、昭和町文化財主事共同設置について 

・ＧＩＧＡスクール構想進捗状況について 

・今後の予定について 

・その他 
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（４）諸報告（各課等の報告） 

①生涯学習課（各種事業、今後の事業予定他） 

②学校教育課（各種事業、今後の事業予定他） 

（５）議事（会議に付した議案） 

１）中央市、昭和町文化財主事共同設置の廃止について 

２）その他 

 （６）その他  

11 議案となった動議を提出した者の氏名 なし 

 

12 議事 

教育長 

 

 

 

山本課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議事に移ります。 

１）中央市、昭和町文化財主事共同設置の廃止について、事務局お願

いします。 

 

資料をご覧ください。中央市と昭和町が共同で文化財主事を配置して

おります。この件について廃止するということですが「中央市、昭和町

文化財主事共同設置規約」があり、中央市になった時に施行されていま

すが、元々は平成１５年度昭和、田富、玉穂のころから続いているもの

になり現在もこの規約に基づいて設置しています。 

負担金の資料をご覧ください。文化財主事の給与等の費用について、

均等割りと人口割りにより算定し中央市に支払いをしています。当然、

職員扱いになりますので、給料の支給額や経費等も年々上がっていま

す。令和元年度については、７，３３４千円の経費が掛かり、その内の

４割に当たります２，９８６千円を昭和町が負担しております。業務内

容について以前より指摘があり、負担額に見合っているのかということ

で、本町議会の委員会でも「面積割り」にしてはどうかと提案され算定

したところ、安価になりましたので中央市と協議を行いましたが、不成

立となりましたが、その後、中央市から話しがあり「豊富地区の開発に

伴い埋蔵文化財の関係で仕事が多くなるので、共同設置の件は廃止した

い。」との申し出がありました。 

文化財主事の仕事の内容ですが、資料の地図をご覧ください。この埋

蔵文化財包蔵地に建築する場合や地中を掘る時など工事の立ち合いを

したり、試掘調査を実施することをしています。今回、共同設置を廃止

しまして、昭和町独自でこの事務を行うことになります。 

町内において試掘調査をする場合については、県からの移譲事務とな

っており、その内容により費用も発生します。現在、主事を置いていな

いのは県内に１２町村あり、滞りなく事務を行っています。資料にあり

ます届け出内容では、昨年度の試掘は２件、それ以前は５、６年前に１

件ずつになっています。また、工事に立ち合ったり、慎重に工事を進め

るよう意見したりとなります。 
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山本課長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

山田委員 

 

山本課長 

 

 

 

 

小宮山委員 

 

山本課長 

 

 

小宮山委員 

 

山本課長 

 

 

小宮山委員 

 

山本課長 

 

小宮山委員 

 

 

 

山本課長 

 

 

小宮山委員 

 

山本課長 

 

 

町の事務負担は増えますが県と連携をとったり、町の文化財審議会の

先生にも協力いただき試掘等も含め人材を確保し実施していくことに

なります。共同設置の廃止の件につきましては、教育委員会のご意見も

伺いながら進めていきたいと思っております。また、中央市においては

１２月の定例教育委員会において廃止の了解を得ているとのことでし

た。よろしくお願いします。 

 

この件について、ご意見、ご質問ありますか。 

 

新しい方にお願いするのですが金額的にどのくらいかかるのですか。 

 

内容によりますが、試掘ですと現地を掘って調査票の作成、工事立ち

合いであれば現地での工事に立ち合い調査票を作成となります。試掘ま

でいかなければ、お願いした方に２万円程度を支払うことになると思い

ます。 

 

工事等の原因者負担の中には人件費も含まれているのか。 

 

試掘調査については町で行うことになり、本調査になると原因者負担

になります。 

 

試掘自体の費用はどのくらいになりますか。 

 

試掘の費用は町で予算化されていまして、重機借り上げ料や調査員の

費用を計上しています。その他に３０万円程は計上してあります。 

 

この件は、人件費のみの話しでいいですね。 

 

そのとおりです。 

 

 いろいろなものが出てくると１人では難しくなりますね。お願いでき

るところがあれば、そちらに依頼するのもいいと思いますが、個人にお

願いすることになるのですか。 

 

 専門職員がいれば、指導の下で民間委託できます。県からも実施の時

は、専門の職員をつけるようにとのことです。 

 

 実際に昭和町のような水の出る地域で文化財が出てくるのですか。 

 

 資料にもありますが、最近では試掘より先の本調査までは行っていま

せん。 
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石原委員 

 

山本課長 

 

 

 

 

 

 

小宮山委員 

 

山本課長 

 

 

石原委員 

 

山本課長 

 

 

小宮山委員 

 

山本課長 

 

 

小宮山委員 

 

山本課長 

 

磯部職務代理 

 

 

山本課長 

 

教育長 

 

今年の届け出が出ていところで、試掘調査は行っているのですか。 

 

 埋蔵文化財の包蔵地とされているところを工事する場合は、届け出が

必要になりますが試掘まではありません。掘る深さによりますが、そこ

までは確認します。その下については確認しませんが、そのままの状態

で文化財が残っているということになります。この届け出や調査は文化

財を破壊させないことを目的としていて、発見するという観点で行われ

るものではありません。 

 

 この埋蔵文化財包蔵地の場所は何からできているのか。 

 

 昔からの文献や民俗資料などを基に、文化財審議委員の意見も聞きな

がら決められ周知されたようです。 

 

 町に文化財審議委員は何人いるのか。 

 

 町には５名の文化財審議委員がいます。委員長を田代先生にお願いし

ています。 

 

 昭和町で文化財が出てきた事はありますか。 

 

 「かすみ堤」の関係では今後も出てくると思われますし、以前にも水

牛などが発掘されています。 

 

「かすみ堤」自体が文化財ということでよろしいでしょうか。 

 

 その通りです。「かすみ堤」自体とそれに関わる物が文化財になりま

す。 

 

 共同設置を廃止した場合、その業務はどうなるのですか。 

 

 田代先生に相談しながら進めることになります。 

 

この件について、他にご意見、ご質問ありますか。 

無いようですので、廃止するということでよろしいでしょうか。 

（異議なく承認。） 

 

２）その他について、何かありますか。  

無いようですので、議事を終わります。 

 

―閉会 午後３時２０分― 

次回の定例教育委員会は令和３年２月１８日（木）午後１時３０分から開催します。 


